
1. はじめに

2006年10月に開催された第２回アジア太平洋アー

カイブズ学教育国際会議における各国からの熱心

なアーキビスト教育論議と参加者たちの連帯に勇

気をもらい､ また以下に述べる国内の数多の機関

団体の活動から力をかりながら､ 学習院大学は

2008年４月､ 大学院人文科学研究科にアーカイブ

ズ学専攻 (以下 ｢専攻｣ とする) を開設した｡ こ

の専攻は､ 博士前期課程・後期課程をもち､ ｢修

士 (アーカイブズ学)｣・｢博士 (アーカイブズ学)｣

のように ｢アーカイブズ学｣ を冠した学位を授与

する日本で最初の大学院教育課程である｡

本報告では､ そこで教育に携わる者の立場から､

専攻開設の状況を説明するとともに､ その課題と

展望について述べ､ 責を果たすこととする｡

2. 開設の背景について

最初にこの開設の背景について概観しておきた

い｡ 第一にあげなければならないのは､ 国文学研

究資料館アーカイブズ研究系 (旧国立国文学研究

資料館史料館) と国立公文書館が1980年代末より

各種の研修活動を行ってきたことである｡ 一般に､

アーキビストの ｢教育｣ が研究と学習の両方を含

み､ 生涯にわたって追加・更新され､ 応用されな

がら用いられるアーキビストの知的枠組みを構築

するのに対し､ ｢研修｣ は比較的短期間の内に実

践的知識の修得､ 定型的な技能の習得､ 特定業務

の高度化 (専門化) に寄与するものとされる1｡

これに照らせば､ これらは概ね ｢研修｣ の範疇に

入ると考えられるが､ 世界水準のアーカイブズ学

の知識を日本の学生・初学者・現職者に広く伝え､

長く日本のアーカイブズの充実のために基盤を構

築してきた意義は極めて大きく､ ｢教育｣ 範疇の

ものを用意してきたものと考える｡

次に見たいのは､ 学・協会を含むいくつかの機

関・団体がアーキビスト養成について様々に提案
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Ⅰ 日本におけるアーカイブズの発展

概要

日本では多年にわたってアーカイブズに関わる学協会がその分野の教育課程の必要性について協議し

てきたが､ 2008年４月､ 日本で最初のものとなる大学院レベルのアーカイブズ学教育課程が､ 学習院大

学に開設された｡ 本報告では､ 第一にこの課程の概要についてお伝えし､ 第二に､ 講義や実習による教

育の実際的な課題､ また修了生が羽ばたいていく日本社会において､ 法制度が未整備であり､ 専門職の

資格制度が不在である問題､ また多様な職業開発が必要であるという課題などについて報告する｡ そし

て第三に､ このような教育課程を通して､ 21世紀社会における人間の情報行動の変化や情報量の爆発的

増加に対応しうるような新しいアーカイブズ学研究を開拓していかなければならないこと等の展望を述

べる｡

1 ����������������������������� �����������������, The Society of American Archivists,

2001. オンライン版は次のサイトで利用できる｡

http://www.archivists.org/prof-education/ed_

guidelines.asp (2008年11月１日､ 閲覧確認) また

日本語訳は､ アメリカ・アーキビスト協会 ｢アーカ

イブズ学における大学院課程の指針｣ (『記録と史料』

第13号､ 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会､

2003年､ 拙訳) がある｡
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してきたことである｡ 全国歴史資料保存利用機関

連絡協議会は､ 1987年に公文書館法が制定された

直後から機会ある毎に提言を公表してきた｡ その

骨子は､ 公的機関のアーカイブズと民間のアーカ

イブズの両方を対象とすること､ 大学院修士レベ

ルの教育を必要とすること､ 公的な資格制度を設

けること等であった2｡ また日本歴史学協会は1995

年より毎年シンポジウムを開催してアーキビスト

養成をめぐる諸課題を明らかにし3､ さらに日本

学術会議学術基盤情報常置委員会でも2002年にアー

キビスト配置の遅れを指摘するとともに､ ｢史料

管理学｣ の体系化とアーキビスト教育の拡充をす

すめる提言をした4｡ 2004年に発足した日本アー

カイブズ学会は､ 2006年４月の大会においてシン

ポジウム ｢アーカイブズ専門職の未来を拓く｣ を

開催し､ 大学等で多様に行われているアーカイブ

ズ教育の現状を把握するとともにその発展の道筋

を探っている5｡

そして同年10月には､ 冒頭でふれた第２回アジ

ア太平洋アーカイブズ学教育国際会議＜電子時代

におけるアーカイブズ学研究とアーカイブズ学教

育＞が､ 国際アーカイブズ会議・専門職教育研修

部会 (International Council on Archives /

Section for Archival Education and Training)

と日本側の実行委員会の主催により開催された｡

海外から13か国30名の参加を得て行われた専門セ

ミナーと公開講演会では､ 各国が＜人間活動の証

拠＞に関わる情報資源を保存活用する重要性を認

識し､ レコードキーピングや電子情報技術という

新しい枠組みの中でそれを実現する方法を､ 法制

度・教育制度の問題とともに研究・整備している

様子がくっきりと浮かび上がった｡ またアーカイ

ブズを支える実践者､ 技術者､ 管理者､ 研究者､

教育者の連携と､ 国家を超えるそれらの交流がま

すます重要になっていることも改めて知られると

ころとなった6｡

一方､ 国においても､ 先の石井米雄報告でふれ

られたように､ とりわけ2003年より政治のリーダー・

シップと国立公文書館による制度改革への積極的

な活動のもとで､ 目ざましい研究成果を蓄積して

きた7｡ 詳細は割愛せざるを得ないが､ これらが

かつてないほどにアーカイブズ論議を揺り動かし､

先の学・協会等の動向に直接的あるいは間接的に

影響を与え､ 様々なアーカイブズ運動を導き出し

たことは言をまたない｡ これによる官と民､ ない

し行政と学術の交差は､ 2007年に新しいコミュニ

ティ ｢アーカイブズ関係機関協議会｣ をも産み出

している8｡

学習院大学大学院の当該専攻の者たちは､ これ

らの機会に参与する中で､ 世界水準の学術研究機

能を備えたアーキビスト教育機関が必要であると

認識し､ 専攻の開設に漕ぎ着けたものである｡

3. 教育課程とカリキュラム

専攻の教育課程は､ 博士前期課程と博士後期課

程からなる｡ 定員は一年度につきそれぞれ15名と

３名である｡ 前期課程はアーキビストを目指す修

了生を､ 後期課程はアーカイブズ学を発展させた
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2 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 『記録遺産を

守るために－公文書館法の意義と今後の課題－』

(1989年) のほか､ これらの経緯については ｢アー

キビスト制度への提言－第二次専門職問題特別委員

会報告書－｣ (『記録と史料』 第７号､ 1996年) に詳

しい｡
3 その成果は､ 以後毎年､ 『日本歴史学協会年報』 に

掲載されているので､ 参照されたい｡
4 ｢行政改革と各種施設等独立行政法人化の中での学

術資料・標本の管理・保存専門職員の確保と養成制

度の確立について｣ (日本学術会議学術基盤情報常

置委員会､ 2002年)
5 ｢シンポジウム：アーカイブズ専門職の未来を拓く｣

(『アーカイブズ学研究』 第５号､ 2006年)

6 高橋実 ｢第２回アジア太平洋アーカイブズ学教育国

際会議を振り返って｣ (『アーカイブズ』 第26号､

2007年)
7 高山正也編 『公文書ルネッサンス－新たな公文書館

像を求めて－』 (国立印刷局､ 2005年) に詳しいの

で参照されたい｡
8 関連する記事に ｢国際アーカイブズの日記念講演会

について｣ (『アーカイブズ』 第32号､ 2008年) があ

る｡
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り､ 教育したりできる研究者を目指す修了生を育

成することを目的にしている｡ 専攻は､ 専任教員

５名とともに､ アーカイブズに関わる様々な分野

でリーダーとして活躍している講師９名を擁し､

副手 (正規職員) １名とパートタイム職員３名が

それを支える体制になっている｡

今年度受け入れた学生は､ 前期課程８名､ 後期

課程４名であり､ 大半が社会人学生である｡ 学生

たちが学んできた学問分野 (出身学部など) をみ

ると､ 歴史学系と情報学系がやや多いが､ 言語・

文学系､ 法学系､ 理工系の学生もおり､ 幅広い分

野から学生が入ってきたことが知られる｡

次に表 ｢学習院大学大学院アーカイブズ学専攻

博士前期課程カリキュラム｣ により､ カリキュラ

ムをみていきたい｡ 全体構成としては､ 演習・実

習系科目が必修､ 講義系科目が選択必修､ また学

際系科目が選択となっており､ それぞれ必要単位

数を満たしながら合計30単位以上を修得するもの

となっている｡ ｢修士 (アーカイブズ学)｣ の学位

を取得するためには､ このほかに修士論文を提出

し､ 最終審査に合格することが要件となる｡ これ

らは前期課程学生の視線で見るならば､ 次のよう

になろう｡ すなわち､ １) ホームルーム機能をあ

わせもつ ｢アーカイブズ学演習｣ (必修) で履修､

研究発表､ 論文執筆等の指導を受けながら､ ２)

１年生が原則的に履修する ｢アーカイブズ学理論

研究Ⅰ (基礎理論)｣ と ｢アーカイブズ・マネジ

メント論研究Ⅰ (アーカイブズ管理論)｣ により

根幹となる知識を身に付け､ ３) 必要単位数を満

たしつつ､ 科目学習を進めるとともに､ ４) 二年

間にわたる ｢アーカイブズ実習｣ により現場での

実習に臨み､ 学習・研究した知識をより確かなも

のとする｡ そして５) 以上と並行しながら､ 研究

成果を修士論文に取りまとめることとなる｡ なお､

授業科目は平日の６時限目と土曜日をもつかって

配置し､ 社会人学生が２年間で修了できるよう配

慮している｡

一方､ 博士後期課程は､ 同様の授業科目の中か

アーカイブズ34

9

学習院大学大学院アーカイブズ学専攻 博士前期課程カリキュラム

科目の種類 科 目 名 単位 テ ー マ ( 授 業 内 容 )

必修科目

アーカイブズ学演習 8 研究能力及び問題解決能力の育成､ 学位論文指導 (２年連続履修)

アーカイブズ・マネジメント論演習Ⅰ 4 整理と記述の理論およびその実践的修得

アーカイブズ・マネジメント論演習Ⅱ 4 コンピュータ情報処理論およびその実践的修得

アーカイブズ実習 8 週毎の授業とアーカイブズ機関実習 (年２週間) (２年連続履修)

(必要単位数) (24)

選択必修科目

アーカイブズ学理論研究 4 基礎理論 (情報理論､ アーカイブズ理論､ 法制度､ 倫理､ 教育・普及ほか)

アーカイブズ学理論研究Ⅱ 4 日本及び海外アーカイブズ史

アーカイブズ学理論研究Ⅲ 4 海外基本文献購読

記録史料学研究Ⅰ 4 前近代日本の組織と記録

記録史料学研究Ⅱ 2 近現代日本の組織と記録 (国､ 地方自治体など)

記録史料学研究Ⅱ 2 近現代日本の組織と記録 (企業など)

記録史料学研究 4 東アジアの組織と記録

アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅰ 4 アーカイブズ管理論 (システム設計～保存､ 公開・活用まで)

アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅱ 4 レコード・マネジメント論 (電子記録を含む)

アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ 4 保存論 (資料保存の考え方から修復・複製までの理論と方法)

(必要単位数) (4)

選択科目
情報資源論Ⅰ 2 図書館情報学概論 (アーカイブズとの比較を含む)

情報資源論Ⅱ 2 博物館情報学研究 (資料のドキュメンテーションほか)

(必要単位数) (‒)

総 計 30以上

＊博士後期課程学生の必要単位数は20単位｡
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ら ｢アーカイブズ学演習｣ を含めて20単位以上を

履修し､ 博士論文を提出の上､ 最終審査に合格し

た場合に ｢博士 (アーカイブズ学)｣ の学位を取

得できる｡ 後期課程学生の研究テーマは､ 現在の

ところ､ アーカイブズ史､ アーカイブズ記述､ 公

共アーカイブズ・システムなどに関するものとなっ

ている｡

これらの開設にあたって特に留意したことは､

いかにして学術研究に裏打ちされた知識を身に付

けさせ､ それを基とした対話と実践の力を備えさ

せるかということであった｡ この背景には､ 日本

では未だに記録やアーカイブズを保存活用するこ

とに対する意識が高いとは言えず､ 取り組みが遅

れているという認識がある｡ 専攻ではこの課題に

取り組むために博士前期課程で三つの措置をとっ

た｡ 第一には､ カリキュラムを可能な限りアーカ

イブズ学教育の国際的な指針に適うものとし､ 国

際水準の学識を容易に摂取できるように配慮した｡

その際に参照した指針の例としては､ マイケル・

クック氏がユネスコのRAMPスタディー・シリー

ズの一冊として著した ｢記録管理と現代アーカイ

ブズ管理のカリキュラム開発指針｣9 や､ アメリ

カ・アーキビスト協会の ｢アーカイブズ学大学院

課程の指針｣ などが揚げられる10｡ 第二は､ 合計

40単位以上を目標として科目履修するよう指導し､

知識学習を十分に進めてもらうこととした｡ 第三

には､ ｢アーカイブズ実習｣ のうちアーカイブズ

機関等での実習を年間２週間とし､ 二年間８単位

分を必修とすることとした｡ これにより､ アーカ

イブズ機関等が ｢その様々な背景の中でアーカイ

ブズ学の理論・方法等を実状に即したものに変更

したり､ より具体的に発展させて機関の特徴を形

作ったりしている｣ 様子や､ 現場の ｢専門家 (アー

キビスト等) に監督・指導をうけることを通して､

直にその特徴的な考え方や態度に接し､｣ 対話と

実践の力の有り様を学んでもらうこととした11｡

この第二､ 第三の点については節を変え､ 課題と

ともに詳論する｡

4. 現時点におけるいくつかの課題

前節第二点目は､ 前期課程のカリキュラム構成

上､ 必修科目全24単位を修得し､ １年生が原則的

に履修する２科目８単位 (選択必修) を履修する

だけで計32単位となり､ 修了要件 ｢30単位以上｣

を満たしてしまうので､ 必ずしも多くの知識学習

をしないまま修了してしまう可能性がある点､ ま

た知識学習の補強のために40単位以上修得するよ

うに指導しているとは言うものの､ 社会人学生に

とってそれが容易に実現できない可能性がある点

などに問題が含まれよう｡

文部科学省 ｢大学院設置基準｣ は博士前期課程

の修了要件を ｢30単位以上｣ としているが､ それ

は日本のほとんどの大学院教育課程が学部レベル

に対応する教育システムを持つため､ 大学院進学

者は基礎的な科目学習がなされていることを前提

とし､ あとは演習科目等を中心に＜30単位以上＞

を履修すればよい､ という発想に依っていると考

えられる｡ しかし日本では､ 学部レベルにアーカ

イブズ学科は存在せず､ またそれを扱う授業科目

を履修する機会も少ないのであり､ 博士前期課程

入学者の知識学習は一般に進んでいない｡ また一

方で､ 記録・アーカイブズの現場で初期的な実践

力を発揮できるように演習・実習科目についても

一定の単位数を確保し､ 学んでもらう必要がある｡

当専攻では以上の理由から､ このような事態がや

むを得ないことであり､ 教育・指導により支えて

いかなければならないことであると判断した｡

とはいえ､ 大学院アーカイブズ学課程への社会

人参入を促進する観点からすれば､ アーカイブズ

学の基礎的な教育機会がより多く設けられていく
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9 Cook, Michael. ����������������������� �������������������������������������������������������������������������� �����,
UNESCO, PGI-82/WS/16.

10 註１に同じ｡

11 学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専

攻 ｢『アーカイブズ実習』 実施要領｣ (2008年４月１

日)
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中で､ カリキュラムをスリム化しつつブラッシュ・

アップしていく必要があろう｡

さて ｢アーカイブズ実習｣ は､ 先のように教育

上重要な役割を担うのだが､ アーカイブズ機関実

習を実現するにあたっていくつかの困難につきあ

たった｡ その第一は､ 学習院大学にアーカイブズ

が存在せず､ 開設後に外部の機関に依頼すること

になったことである｡ これについては､ 関連機関

にお詫びを申し上げるとともに､ そのご協力にあ

らためて感謝の意を表するものである｡ 学習院大

学では､ 専攻開設を機にアーカイブズ・システム

の整備を進めているところであり､ できる限り早

期に実習ができるよう努めているところである｡

今年になってからジャネット・バスティアンほ

かにより 『アーカイブズ・インターンシップ』 と

題された著作が刊行された12｡ これによればアー

カイブズの現場における実習は､ 学生が学んだ知

識を統一的に理解する最も有効な方法であるとす

る｡ 一方で年々増加する実習生 (ボストンのシモ

ンズ・カレッジでは毎学期80名の履修者がいる)

の手続きや指導等は必ずしもうまくいっておらず､

標準・指針・手順書等の整備が必要だとする立場

から様々な提案がなされており､ 非常に有益であ

る｡ 例えば､ 実習生とアーカイブズ機関の要求を

うまく噛み合わせるために､ 前年のうちにアーカ

イブズ機関にアンケートを実施して要望事項を提

出してもらうこと等が行われる｡ 日本においても

早晩このような措置が必要になるものと思われる｡

その第二は学生の事前指導についてである｡ 実

習生の受け入れを了解してくださった機関の担当

者とやりとりする中で､ 実習中に最も懸念される

ことが､ 資料や情報機器の誤操作や情報漏洩であ

ることが知られた｡ これに対応するため､ 先ずは

｢『アーカイブズ実習』 実施要領｣ の中にこれらを

防止する事前指導を行うことを明記して改訂し､

実際の授業の中でも ｢地方自治法｣・｢地方公務員

法｣・｢文書管理規定｣ 等を読み合わせ､ 留意すべ

き点を検討したり､ アーカイブズ資料の実物を用

いて＜取り扱い＞と＜読み下し＞のトレーニング

を行ったりして､ 実習に備えた｡

第三には､ 実習の実施体制とサポート・システ

ムである｡ すなわち､ １) 学内規定として ｢『アー

カイブズ実習』 実施要領｣ を基本ルールとして定

め､ また実質的な手順書である ｢アーカイブズ機

関実習の手引き｣ を作成・配布し､ ２) 対人対物

の損害賠償保険に加入し､ そして､ ３) 『実習日

誌』 の作成ルール (A4 判縦型､ 横書き､ 二穴ファ

イル綴じ形式等) を定め､ 学生はそれを携帯して

実習の進捗を記録に留めることとした｡ それによ

り実習活動の全体を的確に把握するとともに､ 事

後にも例えば自らの研究にフィードバックするな

どの際に活用しうるものとした｡

ともあれ今年度は､ このように対応しながら首

都圏の公的アーカイブズ機関５館に多大なるご協

力をいただきながら､ 11名の実習を進めていると

ころである｡

5. むすびにかえて

アーカイブズ学専攻は以上のような試行錯誤を

重ねながらスタートを切ったが､ これからを展望

する糸口として三つの点に触れたい｡

第一は､ 実習生を受け入れていただいた関係を

基礎として､ 年度末に実習機関の指導担当者にご

参加いただき､ ｢アーカイブズ実習検討会 (仮称)｣

を開催することである｡ そこでは､ 本年度の反省

点を含めた成果について意見交換を行い､ 次年度

に向けた改善の指針を得るだけでなく､ ＜アーカ

イブズ機関とアーキビスト養成機関のミーティン

グ＞でもあるという視点から､ 教育課程､ カリキュ

ラム､ 資格制度､ そのほか研究課題などに至る様々

な点でご意見､ ご助言を賜りたいと考えている｡

これを機会として､ アーカイブズと大学教育との

交流を深めていきたいのである｡

第二は､ 当専攻の挑戦の中で大学院博士前期課

アーカイブズ34
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Archivists, 2008.
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程教育がアーキビスト関連の資格制度に対してど

の程度のことができるか見通しが開かれるはずだ

ということに関わる｡ 専攻の本来の目的は社会の

中にアーキビストの卵を送り出し､ 日本のアーカ

イブズ制度を発展させることにあるが､ そのため

には何らかの専門職資格制度は欠かすことができ

ない｡ それは高野修氏に話をかりれば､ アーカイ

ブズ資料の番人が２～３年で現場から移動してし

まったのでは､ 知識と経験の積み上げを十分に行

うことができないのであり､ アーカイブズが成り

立たない､ ということに尽きる13｡ 既存の様々な

研修や資格とこれから構築されるアーキビストの

資格制度との整合と調整をはかり､ アーキビスト

のキャリア・パスをも浮かび上がらせながら､ アー

キビストが専門的職業としての地位を獲得するよ

う検討をすすめなければならない｡

第三は､ 全く個人的な意見となるが､ 当専攻に

ついて専門職大学院化が必要ではないかと思われ

ることである｡ 第三節前半で見たように､ 博士前

期課程のアーカイブズ学教育は､ 多くは初学者を

対象として行われるため知識学習に時間を要する

一方で､ 最終的に実践で奉仕する専門職を目指す

ために実習科目も重視され､ 他専攻とは異なった

多くの単位履修が求められた｡ また､ 現状でも他

専攻等の授業科目は修了要件に算入されず独立性

が高いことや､ 一部の現職者学生にとっては一年

で修了できるなどの弾力的に運用できる制度も求

められることから､ 基本的に独立した専門職大学

院に脱皮していくことが望ましいと思われるので

ある｡

以上､ 若干の展望を述べさせていただいが､ い

ずれも国をはじめとする多くのアーカイブズ機関

や関連する学識経験者にご助言とご協力をいただ

き､ 進めなければならない｡ あらためてそのよう

な連携・協力をお願いし､ 本報告をおわりとする｡

＜付記＞本報告は英語によって行われた｡ 日本語

に改めるにあたり､ 説明の順序を一部入れ替えた

こと､ また最低限の注記を追加したことを付記す

る｡
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